
令和５年６月 19日 

 

 総務委員会 

  委員長 濱欠 明宏 様 

 

               提出者 総務委員会委員 下川原 光 昭 

 

 

発議案第 30号「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出につ 

いて」に対する修正案の提出について 

 

 上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第 115 条の３及び久

慈市議会会議規則 17条の規定により提出します。 

 

  



（別 紙） 

 

発議案第 30 号「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提

出について」に対する修正案 
 

 発議案第 30 号「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書の提出について」

を次のとおり修正する。 

記 

選択的夫婦別姓については、最高裁判所判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択

肢を用意することは、国会及び政府の責務です。選択的夫婦別姓制度は「選択的」

という言葉の示す通り、家族で同じ姓の方が一体感が深まると同姓を希望する

カップル、別姓を希望するカップルそれぞれに対し、選択の自由と多様性を認め

る制度です。女性男性どちらも改正による不利益を被ること無く、老後も法的な

家族として支え合える誰もが生きやすい社会を実現するために、本議会は選択

的夫婦別姓制度の議論が社会に開かれた形で、次期通常国会において行われる

よう強く求めます。 



発議案第31号 

   安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書の 

提出について 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第14条第１項の規定により提出し

ます。 

  令和５年６月23日提出 

 久慈市議会議長 畑 中 勇 吉 様                   

提出者 久慈市議会議員 黒 沼 繁 樹 

                  提出者 久慈市議会議員 泉 川 博 明 

                  提出者 久慈市議会議員 小 栁 正 人 

                  提出者 久慈市議会議員 下川原 光 昭 

提出者 久慈市議会議員 城 内 仲 悦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書 

新型コロナウイルス感染の拡大により、入院が必要にもかかわらず入院できない

「医療崩壊」や、介護を受けたくても受けられない「介護崩壊」が現実となった。   

これは、感染対策の遅れはもちろんのこと、そもそも他の先進諸国と比べても圧倒

的に少ない医師や看護師、介護職員や保健師の不足が根本的な原因である。人手不足

が長年続いている状況を解消するためには、ケア労働者の処遇改善が必要です。  

また、16時間連続で働く過酷な長時間夜勤や、極端に短い勤務と勤務の間隔を解消

することなど、労働時間規制を含めた実効ある対策は、猶予できない喫緊の課題であ

る。 

毎年のように発生している自然災害時の対応や新たな感染症に備えるためにも、平

常時から必要な人員体制の確保を国の責任で行い、対策の中心となる公立・公的病院

や保健所の拡充など機能強化を強く求める。 

私たちは、安全・安心の医療・介護の実現のために、下記の事項について要望する。 

記 

１ 安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・介護職員などの配置基 

準を抜本的に見直し、大幅に増員すること。 

２ 医療や介護現場における「夜勤交替制労働」に関わる労働環境を抜本的に改善す

ること。 

①労働時間の上限規制や勤務間インターバルの確保、夜勤回数の制限など、労働環 

境改善のための規制を設け、実効性を確保するための財政的支援を行うこと。 

②夜勤交替制労働者の１週間あたりの労働時間を短縮すること。 

③介護施設や有床診療所などで行われている「１人夜勤体制」をなくし、複数夜勤 

体制とすること。 

３ 新たな感染症や災害対策に備えるため、公立・公的病院の医療提供体制の拡充・

強化、保健所の増設など公衆衛生体制を拡充すること。 

４ 医療費窓口負担、介護保険サービス利用者負担を軽減すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。  

   令和５年６月23日 

岩手県久慈市議会 

議長 畑 中 勇 吉 



内閣総理大臣  殿 

財務大臣    殿 

総務大臣    殿 

厚生労働大臣  殿 

 



発議案第32号 

   教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出につい

て 

 上記の議案を別紙のとおり、久慈市議会会議規則第14条第１項の規定により提出し

ます。 

  令和５年６月23日提出 

 久慈市議会議長 畑 中 勇 吉 様                   

提出者 久慈市議会議員 泉 川 博 明 

                  提出者 久慈市議会議員 小 栁 正 人 

                  提出者 久慈市議会議員 下川原 光 昭 

                  提出者 久慈市議会議員 城 内 仲 悦 

提出者 久慈市議会議員 黒 沼 繁 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書 

 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正

する法律」の2021年の法改正により、小学校の学級編制標準は段階的に引き下げられ、

中学校・高等学校での早期引き下げも望まれています。加えて、きめ細かな教育活動

をすすめるためには、さらなる学級編制標準の引き下げ、少人数学級の実現が必要で

ある。 

学校現場では、学級編制標準に基づいた定数配置や育児休暇・病休者などの代替え

措置などが未充足であるなど、慢性的な教員不足により教材研究や授業準備に支障を

きたしている。また、いじめ、不登校や別室登校、貧困、複雑な家庭環境など問題が

多様化・細分化し、より細やかな指導が必要とされていますが、その対応のための人

員は十分に配置されておりません。2023年４月28日公表の文部科学省による教員の勤

務実態調査では、６年前より在校等時間が短縮されたものの、持ち帰りを含めた残業

時間は月80時間を超えており、子どもたちに向き合うための十分な時間確保は困難な

状況である。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、さらなる学級編

制標準の引き下げ、少人数学級を実現するとともに、教員の増員や少数職種の配置増

など教職員定数改善が不可欠である。 

一方、厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている自治体もあり

ますが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題である。義務教育費国庫負担

制度については、2006年の「三位一体改革」の中で国庫負担率が２分の１から３分の

１に引き下げられました。国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子どもた

ちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請で

あり、ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は国が果たすべき役割である。 

こうした観点から、2024年度政府予算編成において、下記事項が実現されるよう強

く要望する。 

記 

１ 学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、教職員の増員や少数職種の 

配置増など教職員定数改善を推進すること。 

２ 自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう加 

配の削減は行わないこと。 

 



３ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、地方財政を確保した上で義務教 

育費国庫負担制度の負担割合を引き上げること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

令和５年６月23日 

岩手県久慈市議会 

議長 畑 中 勇 吉 

衆議院議長   殿 

参議院議長   殿 

内閣総理大臣  殿 

財務大臣    殿 

総務大臣    殿 

文部科学大臣  殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


